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 事務分掌 

⑴ 消防本部 

課共通事務 

  ⑴ 所掌事務の企画立案及び実施に関すること。 

 ⑵ 所掌事務についての条例、規則、訓令等の制定改廃に係る発案に関すること。 

 ⑶ 所掌事務についての議会に提出すべき議案の発案に関すること。 

 ⑷ 所掌事務についての文書の整理に関すること。 

 ⑸ 所掌事務に係る契約に関すること。 

 ⑹ 使用中の物品の保管管理に関すること。 

 ⑺ その他消防長が必要と認めて命じたこと。 

 

消防総務課 

  庶務係 

⑴ 本部内の実施計画事業の調整（事業調整及び進行管理）に関すること。 

⑵ 本部内の予算経理の調整（予算調整及び進行管理）に関すること。 

⑶ 本部内の事務の連絡調整に関すること。 

⑷ 本部の組織、制度及び職務権限に関すること。 

⑸ 消防職員の任免、服務、分限、懲戒その他身分に関すること。 

⑹ 公印の保管に関すること。 

⑺ 消防関係例規の制定、改廃に関すること。 

⑻ 消防職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。 

⑼ 消防職員の研修に関すること。 

⑽ 消防職員の勤務成績の評定に関すること。 

⑾ 消防職員の褒章及び表彰に関すること。 

⑿ 消防年報に関すること。 

⒀ 消防統計及び広報に関すること。 

⒁ 消防行政の企画及び総合調整に関すること。 

⒂ 消防職員委員会に関すること。 

⒃ 消防職員の人事に関すること。 

⒄ 消防職員の貸与被服及び貸与物品に関すること。 

⒅ 常備消防予算の編成及び執行に関すること。 

⒆ その他庶務事務及び他課の所管に属しない事項 
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通信指令係 

   ⑴ 水火災その他の災害及び救急業務に係る受報及び出動指令に関すること。 

   ⑵ 消防隊の統制的指揮運用及び応援要請に関すること。 

   ⑶ 電話交換業務に関すること。 

   ⑷ 消防通信の計画、配置、運用及び改善並びに消防通信施設の維持管理に関すること。 

   ⑸ 通信勤務員の通信技術の訓練及び指導に関すること。 

   ⑹ 気象情報その他消防気象に関すること。 

   ⑺ 火災警報に関すること。 

   ⑻ 各種警報、情報及び非常招集の伝達に関すること。 

   ⑼ 消防資料の入出力に関すること。 

   ⑽ その他通信指令業務に関すること。 

 

 予防課 

  予防係 

   ⑴ 災害予防知識の普及及び啓発に関すること。 

   ⑵ 火災予防査察に関すること。 

   ⑶ 建築同意事務に関すること。 

   ⑷ 消防用設備等の設置に関する指導及び規制に関すること。 

   ⑸ 出水市火災予防条例（平成１８年出水市条例第１７５号）に基づく諸届認可等に関する

こと。 

   ⑹ 防火管理者の育成及び指導に関すること。 

   ⑺ 消防広報に関すること。 

   ⑻ 火災の調査に関すること。 

   ⑼ 火災統計及び報告に関すること。 

   ⑽ 諸証明に関すること。 

   ⑾ その他予防に関すること。 

 

  危険物係 

   ⑴ 危険物関係の許認可及び取締り指導に関すること。 

   ⑵ 危険物安全協会の育成指導に関すること。 

   ⑶ 液化石油ガス及び高圧ガスの保安に関すること。 

   ⑷ 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第２５条第１項に基づく煙火消費の許可に

関すること。 

   ⑸ 幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火クラブ等の育成指導に関すること。 

   ⑹ その他危険物に関すること。 

 



25 

 

 

 

警防課 

  警防係 

   ⑴ 消防計画に関すること。 

   ⑵ 水火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。 

   ⑶ 消防車両及び機械器具の整備計画に関すること。 

   ⑷ 消防車両及び機械器具の整備及び維持管理に関すること。 

   ⑸ 消防機械器具の研究改善に関すること。 

   ⑹ 機関員の安全運転教育に関すること。 

   ⑺ 消防車両等の燃料に関すること。 

   ⑻ 消防水利の設置及び維持管理等に関すること。 

   ⑼ 潜水隊に関すること。 

   ⑽ 職員の警防訓練に関すること。 

   ⑾ 災害統計に関すること。 

   ⑿ 開発行為に関すること。 

   ⒀ 応援協定に関すること。 

   ⒁ 自主防災組織の育成指導に関すること。 

   ⒂ 救急業務に関すること。 

⒃ 救助業務に関すること。 

   ⒄ 救急救助統計に関すること。 

   ⒅ 職員の救急救助訓練に関すること。 

   ⒆ 医師会及び医療機関等との連絡調整に関すること。 

   ⒇ その他警防及び救急救助に関すること。 

 

  消防団係 

   ⑴ 消防協会事務に関すること。 

   ⑵ 消防団施設（車庫、消防車両及び機械器具等）の整備計画に関すること。 

   ⑶ 消防団の車庫、車両及び機械器具の維持管理に関すること。 

   ⑷ 消防団車両等の燃料に関すること。 

   ⑸ 消防団の組織に関すること。 

   ⑹ 消防団員の公務災害補償及び退職報償金に関すること。 

   ⑺ 消防団員の任免及び表彰に関すること。 

   ⑻ 消防団の会議等に関すること。 

   ⑼ 消防団員の研修訓練に関すること。 

   ⑽ 消防団機関員の安全運転教育に関すること。 

   ⑾ 消防団員の被服及び貸与品に関すること。 

   ⑿ 非常備消防予算の編成及び執行に関すること。 
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   ⒀ その他消防団に関すること。 

 

⑵ 消防署 

 庶務係 

⑴ 消防関係例規の制定、改廃等に関すること。 

⑵ 消防職員の研修に関すること。 

⑶ 消防職員の褒章及び表彰に関すること。 

⑷ 消防年報に関すること。 

⑸ 消防統計及び広報に関すること。 

⑹ 消防職員委員会に関すること。 

⑺ 消防職員の貸与被服及び貸与物品に関すること。 

⑻ その他他の係に属しない事項 

 

 通信指令係 

  ⑴ 水火災その他の災害及び救急業務に係る受報及び出動指令に関すること。 

  ⑵ 消防隊の統制的指揮運用及び応援要請に関すること。 

  ⑶ 電話交換業務に関すること。 

  ⑷ 消防通信の計画、配置、運用及び改善並びに消防通信施設の維持管理に関する 

   こと。 

  ⑸ 通信勤務員の通信技術の訓練及び指導に関すること。 

  ⑹ 気象情報その他消防気象に関すること。 

  ⑺ 火災警報に関すること。 

  ⑻ 各種警報、情報及び非常招集の伝達に関すること。 

  ⑼ 消防資料の入出力に関すること。 

  ⑽ その他通信指令業務に関すること。 

 

 

 予防係 

  ⑴ 災害予防知識の普及及び啓発に関すること。 

  ⑵ 火災予防査察に関すること。 

  ⑶ 建築同意事務に関すること。 

  ⑷ 消防用設備等の設置に関する指導及び規制に関すること。 

  ⑸ 出水市火災予防条例（平成１８年出水市条例第１７５号）に基づく諸届認可等 

に関すること。 

  ⑹ 防火管理者の育成及び指導に関すること。 

  ⑺ 消防広報に関すること。 

  ⑻ 火災の調査に関すること。 

  ⑼ 火災統計及び報告に関すること。 
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  ⑽ 諸証明に関すること。 

  ⑾ その他予防に関すること。 

 

 危険物係 

  ⑴ 危険物関係の許認可及び取締り指導に関すること。 

  ⑵ 危険物安全協会の育成指導に関すること。 

  ⑶ 液化石油ガス及び高圧ガスの保安に関すること。 

  ⑷ 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第２５条第１項に基づく煙火消費 

の許可等に関すること。 

  ⑸ 幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火クラブ等の育成指導に関するこ 

と。 

  ⑹ その他危険物に関すること。 

 

 警防係 

  ⑴ 消防計画に関すること。 

  ⑵ 水火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。 

  ⑶ 消防車両及び機械器具の整備計画に関すること。 

  ⑷ 消防車両及び機械器具の整備及び維持管理に関すること。 

  ⑸ 消防機械器具の研究改善に関すること。 

  ⑹ 機関員の安全運転教育に関すること。 

  ⑺ 消防車両等の燃料に関すること。 

  ⑻ 消防水利の設置及び維持管理等に関すること。 

  ⑼ 潜水隊に関すること。 

  ⑽ 職員の警防訓練に関すること。 

  ⑾ 災害統計に関すること。 

  ⑿ 開発行為に関すること。 

  ⒀ 応援協定に関すること。 

  ⒁ 自主防災組織の育成指導に関すること。 

  ⒂ 救急業務に関すること。 

⒃ 救助業務に関すること。 

  ⒄ 救急救助統計に関すること。 

  ⒅ 職員の救急救助訓練に関すること。 

  ⒆ 医師会及び医療機関等との連絡調整に関すること。 

  ⒇ その他警防及び救急救助に関すること。 
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 消防団係 

  ⑴ 消防協会事務に関すること。 

  ⑵ 消防団施設（車庫、消防車両及び機械器具等）の整備計画に関すること。 

  ⑶ 消防団の車庫、車両及び機械器具の維持管理に関すること。 

  ⑷ 消防団車両等の燃料に関すること。 

  ⑸ 消防団の組織に関すること。 

  ⑹ 消防団員の公務災害補償及び退職報償金に関すること。 

  ⑺ 消防団員の任免及び表彰に関すること。 

  ⑻ 消防団の会議等に関すること。 

  ⑼ 消防団員の研修訓練に関すること。 

  ⑽ 消防団機関員の安全運転教育に関すること。 

  ⑾ 消防団員の被服及び貸与品に関すること。 

  ⑿ 非常備消防予算の編成及び執行に関すること。 

  ⒀ その他消防団に関すること。 
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１０ 消防庁舎の概要 

  （消防本部・署） 

  位  置  鹿児島県出水市緑町５０番２号 

  構  造  鉄筋コンクリート造２階建 

  敷地面積  ４，８６６．９０㎡ 

  建築面積     ８６０．２９㎡ 

  延 面 積  １，３６１．００㎡ 

  床 面 積  １階 ８０１．００㎡ 

         書庫、車庫、消防仮眠室、救急仮眠室、待機室、厨房、食堂、他 

        ２階 ５６０．００㎡ 

         消防長室、事務室、大会議室、通信指令室、機械室、他 

  竣工年月  平成元年６月 

 

  （訓練塔） 

  構  造  鉄筋コンクリート造５階建 

  建築面積   ２７．００㎡ 

  延 面 積  １３５．００㎡ 

  高  さ   １６．００㎡ 

  竣工年月  平成元年１２月 

 

  （分 署） 

  位  置  鹿児島県出水市高尾野町下高尾野１７１０番地１ 

  構  造  鉄筋コンクリート造一部２階建 

  敷地面積  ２，８７７．００㎡ 

  建築面積    ４４１．２６㎡ 

延 面 積    ４９５．８９㎡ 

床 面 積  １階 ４１５．８９㎡ 

       事務室、会議室、車庫、仮眠室、待機室、調理室、浴室、他 

      ２階  ８０．００㎡(訓練補助塔) 

       訓練室 

   

  （訓練塔） 

構  造  鉄骨造２階建 

建築面積     ３３．９４㎡ 

延 面 積     ５０．００㎡ 

高  さ      ８．１７㎡ 

竣工年月  平成１４年３月８日（庁舎及び訓練塔） 


